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別紙（注意事項） 

 南房総市制限付き一般競争入札公告共通事項（電子入札用）４は、下記の

とおり読み替えてください。 

 

 

４ 入札書の提出に関する事項 

（１）入札の方法 

① 入札参加者は、該当の公告に示す入札書提出期間内に、入札書を電子入札システムにより提出

すること。 

 また、紙入札参加者は持参等により、同期間内に入札書を提出すること。 

② 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。

ただし、単価契約の場合は端数処理を行わない。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった１ｋｇ

当たりの落札希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に

入力又は記載すること。 

（２）入札金額内訳書 

① 入札金額内訳書の提出の有無は該当する公告に定める。 

② 入札金額内訳書に記載する金額は、入札書に入力又は記載した金額と同額とすること。提出さ

れた入札書と入札金額内訳書の合計金額が異なる場合は、該当する入札を無効とする。 

③ 入札金額内訳書は、原則として、該当する公告に示した市の定めた様式を使用するものとする。

作成した入札金額内訳書は電子入札システムにより、入札書と同時に入札金額内訳書の電子デー

タを添付して提出すること。ただし、入札金額内訳書の添付が困難な場合は、運用基準の規定に

よる方法で提出すること。 

（３）入札参加者は入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回

をすることができない。 

 


